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生成 AI ・ AI エージェント時代 の 知財戦略と研究基盤：  

制度設計と価値創出の 交差点 

 
馰谷剛志（神戸大学、高島国際特許事務所），takeshi@komatani.com 

 

 
1. はじめに 

生成 AI および AI エージェントの急速な進展は、従来の「人間による創作・発明」を前提とした知的財

産制度に根本的な変革を迫っている。本発表では、この技術的パラダイムシフトが知財戦略、研究基盤、

そして社会全体の価値創出メカニズムに与える影響を多角的に分析し、持続可能かつ公正な価値創出を

実現するための新たな制度設計と戦略的枠組みを提起する。特に、AI による自律的生成・研究支援機能

の拡大により、「発明者性」や「創作者性」の概念が揺らぎ、それに伴う知財戦略の再構築と、国際的

な制度調和の必要性が高まっている現状を踏まえ、規範的・制度的再編の方向性を探る。 
 
2. 先行研究 

22..11 知知財財戦戦略略とと制制度度設設計計ににかかかかるる先先行行研研究究及及びび現現時時点点のの各各国国のの反反応応  
従来の特許法・著作権法は自然人による創作を前提としてきたが、生成 AI の登場により、この前提が

根本的に問い直され、知財戦略の再考が不可欠となっている。国際的な動向を見ると、日本では知財高

裁令和 6 年 5 月 16 日判決により、AI が発明者になり得ないことが明確化された 1。米国では USPTO
が Alice/Mayo テストを適用し、AI 関連発明の特許適格性を厳格に審査しており 21 ,23、欧州では EPO
が「技術的側面」の有無による判断基準を維持しつつ、AI 生成物の取り扱いを検討している 22,34。中国

や韓国でも類似の制度枠組みながら実務上の運用に差異が見られる 23，24。この背景には、WIPO によ

る生成 AI 特許ランドスケープレポート³や、AI を活用した知財調査と知財ポートフォリオの構築に関

する研究⁴、AI 関連技術に関する特許審査事例 20、AI と進歩性判断に関する学術的議論３５，３６，３７など

が先行研究として存在する。内閣官房の「AI 時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」13 も重要な基

盤的知見を提供している。 
 
22..22  研研究究基基盤盤とと学学術術規規範範ににかかかかるる先先行行研研究究  
AI エージェントを活用した研究開発の加速は、学術研究における透明性・再現性の原理に新たな課題を

突きつけ、研究基盤の設計に戦略的アプローチを求めている 5,27。主要な論点としては、AI 判断プロセ

スの不透明性に伴う「ブラックボックス問題」6,8、訓練データへのアクセス制限による「データ依存性」
27、大規模モデル利用の機会不平等を引き起こす「計算資源格差」７、そして AI モデルの時系列変化へ

の対応が難しい「バージョン管理」などが挙げられる。JST-CRDS の人工知能研究に関する報告⁷や文

部科学省の科学技術・イノベーション白書⁸、Microsoft の責任ある AI に関する透明性報告²⁶、スタンフ

ォード大学の AI Index Report²⁸は、研究基盤のあり方に関する重要な示唆を与えている。 
 
22..33  デデーータタガガババナナンンススととイイノノベベーーシショョンン政政策策ににかかかかるる先先行行研研究究及及びび現現行行法法  
不正競争防止法改正により導入された限定提供データ保護制度は、AI 時代のデータガバナンスとイノベ

ーション政策において重要な意義を持つ¹²。経済産業省による AI・データの利用に関する契約ガイドラ

イン⁹や AI の利用・開発に関する契約チェックリスト 10、限定提供データに関する指針¹¹などが、デー

タ利用における新たな知財戦略と政策的枠組みを示している。日経クロステックによる生成 AI 関連特

許の国際比較調査³²も、イノベーション政策の立案に資する。また、欧州の AI Act²⁵など、海外の法制

度も重要な先行事例となる。 
 
3. 交錯領域の現状 

生成 AI 時代における知財戦略は、発明の奨励と技術の公開・普及という知財制度の根本目的を再検討

し、社会全体の価値創出を最大化する視点から再構築されるべきである 14。持続可能なイノベーション・

エコシステムを構築するためには、研究開発税制の AI 対応、人材育成・流動化促進制度、国際標準化
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活動の強化、リスクマネー供給制度の充実といった制度的インフラの整備が不可欠である 14,30。経済産

業省の GENIAC プロジェクト 29や理化学研究所の AGIS プログラム 30、NTT の tsuzumi31のような取

り組みは、このインフラ強化に貢献している。また、AI 倫理ガイドラインの実効性担保、説明可能 AI
（XAI）の推進、デジタル・ディバイドの解消、労働移転支援制度の整備などを通じた社会的受容性の

確保も、イノベーション政策上、極めて重要な要素である。WIPO の Global Innovation Index¹⁵や、伝

統知識保護とグローバルサウスの視点から知財制度を捉える研究 16は、知財戦略が単なる法的な枠組み

を超え、社会厚生と価値創出の多角的な側面に深く関わることを示唆している。 
 
さらに、AI 技術のデュアルユース（軍民両用）可能性は、安全保障・経済安全保障の観点から知財戦略

と研究基盤の交錯領域を形成している。技術流出防止のためには、経済産業省の安全保障貿易に係る機

微技術管理ガイダンス 17に基づくデュアルユース技術の管理、内閣府の経済安全保障推進法 18に基づく

研究セキュリティの確保、価値観を共有する国家間での技術協力促進、そして米国商務省の Export 
Administration Regulations（EAR）19などを参考に AI 開発・運用におけるサプライチェーン管理に

よる依存リスクの軽減が求められる。国際的なデータ流通と各国のデータ主権確保の両立も、この交錯

領域における重要な課題である。信頼性のある自由なデータ流通（DFFT）の実現やデータローカライ

ゼーション、越境データ移転における個人情報保護と事業継続性の調和、WTO 等の多国間枠組みでの

デジタル貿易ルールの議論推進を通じて、国際的な価値創出と安全保障のバランスを模索する知財戦略

が求められている。 
 
4. 議論 

上記の先行研究と交錯領域の現状を踏まえ、生成 AI・AI エージェント時代の知財戦略と研究基盤、そ

して制度設計と価値創出の交差点における具体的な議論を展開する。 
 
知財戦略の観点からは、AI 生成物の権利帰属・責任主体論が喫緊の課題である。現行法の解釈指針の明

確化、業界別のベストプラクティス集約を短期的対応として進めつつ、中期的には特許法・著作権法の

改正検討やデータ保護法制の統合化、さらには AI 生成物に特化した権利制度や段階的保護システムと

いった新たな権利体系の創設も視野に入れるべきである。新たなライセンスモデルとして、AI 学習許諾

ライセンス、成果共有ライセンス、オープン AI ライセンス、動的ライセンスなどの導入も知財戦略を

柔軟化し、価値創出を促進する上で不可欠となる 9,10。筆者による DX と知財業務に関する考察 38も、

戦略立案に資する。 
 
研究基盤の再構築においては、オープンサイエンスの理念と AI 活用研究の調和が鍵となる 5,7,8。透明

性・再現性の課題を克服するため、「オープンモデル原則」26、「データガバナンス」27、「計算資源共有」
28、「評価基準の標準化」といった制度設計を通じて、研究の質を高め、研究活動における新たな価値創

出を促進する必要がある。国際協調体制の強化は、WIPO AI のプロジェクトへの積極参画や二国間・

多国間協定の締結推進を通じて、国際的な研究基盤の構築と相互運用可能な制度設計を目指すべきであ

る。 
 
価値創出と社会的便益の均衡実現という視点から見ると、知財制度の社会厚生最大化機能を再検討し、

AI 関連発明の特許期間短縮、強制実施許諾制度の適用拡大、オープンソース促進制度、人間創作物と

AI 生成物の保護水準差異化といった政策選択肢を検討すべきである 14,15,16。イノベーション・エコシス

テムの持続可能性確保のためには、AI 研究開発税制、人材育成・流動化促進制度、国際標準化活動の強

化といった制度的インフラに加え、AI 倫理ガイドラインの実効性担保や説明可能 AI（XAI）の推進に

よる社会的受容性の確保が知財戦略上も極めて重要となる。 
 
安全保障・経済安全保障との調和は、知財戦略と研究基盤を設計する上で不可欠な要素である１７，１８，

１９。技術流出防止のため、デュアルユース技術の管理強化、研究セキュリティの向上、価値観を共有す

る国家間での技術協力促進、サプライチェーン管理による依存リスク軽減が求められる。同時に、デー

タ主権とクロスボーダー・データフローの均衡を図り、DFFT の実現に向けて、各国規制への対応、個

人情報保護と事業継続性の調和、デジタル貿易ルールの国際議論推進が不可欠である 25。 
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これらの多角的な議論を通じて、生成 AI・AI エージェント時代における知財戦略、研究基盤、そして

制度設計は、単一の側面から捉えるのではなく、相互に密接に交錯し、影響を与え合う複合的な課題で

あることが浮き彫りとなる。技術革新の恩恵を社会全体で共有しつつ、創作・発明へのインセンティブ

を維持する制度設計には、従来の知財制度の枠組みを超えた、学際的かつ国際的な協調が不可欠である。

今後の課題として、理論的検討の深化とともに、実証的データに基づく政策効果の検証、ステークホル

ダー間の合意形成プロセスの構築が挙げられる。AI 技術の発展速度を考慮すれば、これらの取り組みに

残された時間は決して長くはない。 
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